
様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 健康管理システムに関する事務ファイル 

実施機関の名称 豊後高田市 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

子育て支援課、健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 健診結果等の参照及び国への報告に利用するた

め。 

記録項目 １氏名、２生年月日・年齢、３妊娠届け出、４出産

時の状況、５健診結果等 

記録範囲 妊産婦、乳幼児 

記録情報の収集方法 本人、乳児訪問、健診結果 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含まれる 

記録情報の経常的提供先 国 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名 称)大分県豊後高田市総務課 

(所在地)〒879-0692 

 大分県豊後高田市是永町３９番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60 条第 2 項第

2号 

(マニュアル処理ファ

イル) 

政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 子ども医療助成事業に関する事務ファイル 

実施機関の名称 豊後高田市 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども医療助成対象者の確認のために利用する。 

記録項目 子ども医療費助成事業申請者、対象児 

記録範囲 １識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢 

５住所、６保護者電話番号 

記録情報の収集方法 保護者より収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名 称)大分県豊後高田市総務課 

(所在地)〒879-0692 

    大分県豊後高田市是永町 39番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60 条第 2 項第

2号 

(マニュアル処理ファ

イル) 

政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童手当に関する事務ファイル 

実施機関の名称 豊後高田市 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当申請者の情報を管理し、受給資格の有無

の判定を行うため。 

支給月額の算出を行い、支給対象者へ児童手当を

支給するため。 

記録項目 １識別番号、２生年月日、３住所、４電話番号、５

収入状況、 

記録範囲 児童手当等認定者世帯 

記録情報の収集方法 本人より収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名 称)大分県豊後高田市総務課 

(所在地)〒879-0692 

大分県豊後高田市是永町 39番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60 条第 2 項第

2号 

(マニュアル処理ファ

イル) 

政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育業務に関する事務ファイル 

実施機関の名称 豊後高田市 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 保育園等入所申込み係る児童や家族の情報を管理

し、支給認定や入所決定事務を行うため。 

記録項目 １氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号、

５性別、６戸籍上第何子、７職場・学校名、８障害

有無、９生活保護有無、10家庭状況、11ひとり親

有無、12個人識別符号 

記録範囲 保育園等申込児童及び家族 

記録情報の収集方法 保育園等申込児童の保護者より収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 

含まれる 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名 称)大分県豊後高田市総務課 

(所在地) 〒879-0692 

大分県豊後高田市是永町 39番地３ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60 条第 2 項第

2号 

(マニュアル処理ファ

イル) 

政令第 21条第 7項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 


